
ト

動
産
先取

特
権
に
よ
る
物
i
代
位
楕
の
に
fll　ドヤ

務
者
に
対
す
る
拘
束
性

1

ぐ

=

ー

ト
㌔
匿

、

与

f

l

r

ー

寸

雪

卜
㌦璽
、

-

ー

ー

ー
`

6
不

ー
11

.
ー

」

㌔
く

ト
・
.董

、

ー
i

警

口

、、
/

.

ー

売

.L

帳
'準

、

債
務
者

i篇
貝
　 ヘ コ

{・
丸 ジ

1乍
成
の

残
111

11J

確
認
辞

、

第

に

iiiノ へ

務
者
.一、 噛

1
コ コ

1ノ ・1

¥

買
人
＼」

作
成
の

証
明
P二

tt

貨
物
受
領
酵
等
は
右
馳.一..]

担
保
権
存
在

脚1.●..幽馳r.卿 「.レ

の

実
行.を

許
容
す
る
に
足
り
る
、ヒ.ド

1<<?

度
の
芸
li【 璽凸

然
性
を
も
ノ.

.♪

r
＼

'

担

保

権

が

生

じ
、;
くレ)
㌔7
て
の

動

i'i'

嘉
只
を
直
接
に

証
ゆ.1
す
る
文
i!:
lj

で

あ

る

こ

キ

を

要

し.
、

債
権
者
A
.L一

クL
　 へ 　ロ

ニ.E
口

作
成
の

す

る
.文

、1{:

と

は

言iE

明

す

る

文

lit二

を

意

味

す
、レ
4)

と
解
す
る
の
が

判
例

「㌔

汐.、

り
、

ラトニと

丈

陛

で

あ

る

L,
し

は

必

要
　(ご

}キ旨
り、

・ノ'、
1、.象

L・

が
、

当
該
文
[1:㌧I

H

体

か
り

担
保
権
の
存
在
が
担
保
権

民
嘱
執
行
法

九
.1こ

条

に
よ
り

物
L
代
位
楕
の

ヨ ト

実り

行
手

続
る::b
す

る
た

め
1こ

は

担
保

権
ぴ.)

存

在

ナ

る

こ

〉

を

証

す

る
'文

f!:
II

を

提

出
ナ

7、
(V

I
-

L-
、

が
必
要
で
あ
る
が

、

右
の

証

一ー

、
、

r
.

　i

少

判

例
時・
報

.▲

1"rマ
.ブ

ノ く

[.

頁
口

げ.ア『、・

{
、

あ
る

「)

は
破
産
管
財
人
を
債
務
者

し
プ.だ

右
手
続
に
」

る

楕

利
fJ'

使
を
な
し
ρ)

る
と
解
す
る
の
が
最
近
の
・判

例

A.

後
述

最
高
裁

昭
和
一1f二
九

年一..:

月

口

民

集

三

八

巻

.二.三
一㌧ナ

四

.三

Il.レ.}.,・1{.・ 樋 陰.lr..P,`6

わ

、拉

る
「'、

ノ⊂

し
・,・r

イ.1
の

楕
利
並
び
に
r
続
1兆

債
務
者
か

破
ココぱ ロ、π

畠

1
ノ慶・.い

一

宣
/h

!ノ管

愛

{ナ

〆,一こ

場
合
一.:戸一、

、ア

し

、

破
産
乎
続
は
:右
の
,,,_

i」liし

害
と
は
な
ら
ず

、

先
取
特
権
者
に
よ
る
物
上
代
位
権
者

卿

ヒ

代
位
緒
か
生
じ
る
.A.

民
法

、.・.:f

丸)

レLi

条
口

メン

,ろ

権

i葺
.5

く

行
使
の
.方

法
は

ダ　コ

}泉

則
と

し
r.;炉

民
事

執
で」'

法

九
三

条
に
よ
り
L

f目

権
に

対
す
る
強
制
.執
.行

の
.手

続
を

準
川
し、
て

一ゴ

父

ノf

ψ
入

'

、

動
産
売
買
の

先取

特
権
は

、

,Dt

it

しが

目
的
物
を
他
!＼ ＼

転
買
す
淑
ば
目
的
物
に

対
す

う
追.及

は

で
キ
営1
.く

く

な
り

(民
法

三
三
一案

)
、

しア

!⊂

の

転
売
代
金
債
権
1こ
'つ

き

物

A匹,.、

ロ 　

旨旨

よ

る

Il

的
1な

f只

旅
の

f
に
日　ノへ

格
者
に

対
す
る
拘
束
性
に
!)

い
て

検
討
す
る

、

}し

!ぢ

赫

雅

溺

叢

1濃

賜

fiミ

{蓬

嗅

壷

義

瀕

曇
、

1-

(ぢ
餌通

じ
r

イl
lこ

関
す

る

実
務
の

扱
Lこ

並
び

に
物
L
代
位
権

IJ7

1F

J勅
.

ーii

俣

-

、

、
ー

戊ノ

.馳贈"噂監 唱」'

ゴ
象
夷

H
謬

〉
二
≦

コ
室

(
°)

、門

}さ

ン
.、圃
()墨

げ

庁

。゚

、コ

θ

ロ

ロ

O
oり
↓
噌
一
C
酢
一
()

○
吋

プ
Φ

筈

8

H

v'.1

日
、}ざ

ω

:

ご
了q

効
辞
一P
..
曾.
一
ρ

(
、
)
h

プ
¢

門
一 ●
! .℃
一 ●
り

CC

αq

¢

臣F}冑1

動
産
先
取
特
権

に
よ
る
物
上
代
位
権

の
債
務
者
に
対
す
る
拘
束
性

1



動
産
先
取
特
権
に
よ
る
物
L
代
位
権
の
債
務
者
に
対
す
る
拘
束
性

証
明
文
書
」
に
該

ら
な
い
と
す

る

(東
京
高
裁
昭
和
五
八
年

三
月

二
九
日
付
決
定
金
融
法
務
事
情

一
〇
五

一
号
四
九
頁
、
同

じ
く
昭
利

五
九
年
九
月
ヒ
日
付
、
同
じ
く
同

年
∴

一
月

一
κ
日
付
決
定
金
融
法
務
事
情

一
〇
九
四
号
四
五
頁
)
。

こ
れ
ら

の
判
例
に
よ
れ
ば
、
債
権
者
や
第

三
者
が

一
方
的

に
作
成
し
た
文
書

(
詰
求
書
、
証
助
書
、
帳

簿
等
)
で
は
足
り
ず
、
債
務
者
が
作
成
し
た
か
、
或

い
は
こ
淑
が
関
与
し
て
作
成
さ
れ
た
文
害

(契
約
書
、
受
領
書
、
承
認
酵
等
)
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ

る
よ
う
で
あ

る

(前
記
金
融
法
務
事
情

▲
〇
九

四
ロゲ
四
六
頁
)
。
な
お
東
京
地
裁

の
現
在

の
扱

い
は
債
務
者
の
作
成
し
た
注
文
書
、
受
領
書

で
も
な
お
足
り
ず
、
債

務

者

の
所
謂
実
印

(
取
引
印
、
認

め
印
で
は
不
可
)

の
押
捺
さ
れ
た
契
約
酵
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

一
般
に
商
口開
売
買
取
引
に
お
け
る
関
係
文
書
と
す
れ
ば
、
見
積
書
、
注
文
書
、
納

品
書
、
受
領
書
等
で
あ
る

の
が
通
常
で
あ
り
、
商
品
レ冗
買
契
約
書
ま
で
作
成
交
換
さ

れ
る
の
は
稀
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
右
等

の
注
文
書
、
納
品
諜
竿
の
連
結
に
よ

っ
て
商
品
流
通

の
経
過
、
従

っ
て
法
定
担
保
権

(物
上
代
位
権
)

の
認
定
が

で
き
な
い
と
す

る
な
ら
ば
、

一
般

の
商
取
引

の
大
半

の
場
合
に
お
い
て
民
事
執
行
法
に
よ
る
物
上
代
位
権
の
行
使
は
不
可
能
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

三
、
右
証
明
文
書

の
不
備

の
場
合
に
商
口川
の
売
主
が
物
上
代
位
権
を
実
行
す
る
に
は
、
買
主
を
相
手
取

っ
て
転
売
代
金
債
権
に
つ
き
物
上
代
位
権
を
有
す
る
こ
と
の
確
認

を
求
め
る
訴
訟
を
提
起

し
、
そ

の
勝
訴
判
決
の
正
本
又
は
謄
本
を
右
担
保
権
存
在
証
明
文
書
と
し
て
民
事
執
行
法

一
九
三
条

の
手
続

に
移
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
右
訴
訟
の
係
属
中
に
債
務
者
が
第
三
債
務
者
よ
り
目
的
債
権
に
つ
き
弁
済
を
受
け
、
或

い
は
同
債
権
を
他

へ
譲
渡
な
ど
の
処
分
を
す
れ
ば
、
物
上
代
位
権

は
こ

れ
ら
に
よ
り
消
滅
す

る
の
で
あ
る
か
ら

(現
在
の
判
例
の
確
定
的
解
釈
)
、
物
上
代
位
権
者
は
右
訴
訟

の
終
結
す
る
ま
で
自
己
の
権
利
を
保
全
し
て
お
く
必
要
が

あ

る
。

そ

の
場
合
通
常
採
ら
れ
る
手
続

は
仮
差
押
手
続

で
あ
る
が

(
石
田
物
権
法
論
上
八
三
頁
、
注
釈
民
法
⑧
物
権
㈹

一
〇
二
頁
)
、
そ
れ
は
売
主
の
買
主
に
対
す
る
売
邸34

代

金

債
権
を
被
保
全
債
権
と
し
、
買
主
の
転
買
人
に
対
す
る
転
売
代
金
債
権
を
被
差
押
債
権
と
す
る
通
常
の
債
権
仮
差
押
手
続

(
民
事
訴
訟
法
ヒ
三
七
条
)

で
あ
る
。
な
お
、

民
法
三
〇
四
条

一
項
但
書

の
差
押

の
性
格

は
保
全
的
な
も

の
で
あ
り
、
そ
れ

は
強
制
執
行
手
続
上

の
差
押
よ
り
も
保
全
手
続

の
仮
差
押

に
近

い
も
の
と
さ
れ
る

(吉
野
担

保
法
大
系

一
巻
三
六
九
頁
、
同
ジ

ュ
リ

ス
ト
別
冊
民
法

の
争
点

一
四
〇
頁
)
。

こ
の
考
え
方

の
延
長
と
し
て

一
般

の
債
権
保
全

の
仮
差
押

で
は
な
く
、
物
上
代
位
権

行

使

の
方
法
又
は
そ

の
事
前

の
保
全
手
続
と
し
て
の
仮
差
押
申
請
を
認
め
得
る
か
と

い
う
点
に

つ
き
、
東
京
地
裁
昭
和
五
九
年

五
月

二

一
日
付
判
例

(判
例
タ
イ
ム
ス
五
二
八

号
三
〇

四
頁
)

は
こ
れ
を
否
定

し
て
い
る
。

通
常

の
債
権
仮
差
押
手
続
で
あ
る
と
、
そ
の
保
全
の
必
要
性
は
債
務
者

の
全
財
産
的
問
題

で
あ
り
、
他
に
執
行
可
能
な
資
産
が
存
在
す
る
と
き

は
物
上
代
位
権

(
と
い

う
よ
り
も
被
保
全
債
権
)

の
保
全

の
必
要
性
が
な

い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
債
務
者

(
買
主
)
が
破
産
宣
告
を
受
け
た
場
合
に
は
、
最
早
右

の
通
常

の
債
権
仮
差
押
手
続

の

一158一
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す

る
た
め
買
i
に
対
し
こ
淑
が
処
分
を
阻
由
す
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る
権
利
は
何

な

ど
か

ら
し
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＼

当
該
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的
物
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取
得

苦

に
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渡
引

渡
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淑

た
と
き

は
も

は
や

こ
勲

に
ゾ)

い
て
そ
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効
力
を
及
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し
得
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消
減
す
る
に
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罠
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条
)

右

し
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に
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い

て
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芝
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る
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よ
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、
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、
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法
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1`・

た
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,.)

他
の

般
債

権
者

や
第

一、一取

得

者
を
害

す
る

18
ハね
が

あ

る

こ
と

そ

の
代
償
、物
が
買
、L
の
支
配
下
に
特
定
が
可
能
な
ま
ま

で
存
す
る
と
き
に
自

ら
こ
れ
を
差
押

え
て
優
先
権
を
行
使
し
う
る
も

の
で
は
あ
る
が
、
他

方
、

当
該
目
的
物
を
占

楕に

ゾ
.)

善

並f

該

目
li勺

物
の

ヒ
に
ノヒ

ず

る

法
定
の

担
保
権
で
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ゾJ

デ
rL

、

ピ

先
取
特
権
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目
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物

璽
父
換
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し
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民
事
執
行
法
一_幽_一

九
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に
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り

11

的
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る
4¥
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一159一
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地

裁
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九
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日

付

1巷
疋
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判
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タ

で
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7r.
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九

頁
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動
産
売
買

先取

特
楮
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約
定
に
よ
る
こ

と
な
く
動
産
売
買
代
金
債

Pρ4●

〆

、

、

、

L

・カ

し

以
ド
の
と
お
り
地
裁

の
判
例

は
い
ず
れ
も
右
処
分
禁
止

の
仮
処
分
中
請
に

つ
き
、
被
保
登
権
利
を
欠
く
し

し
一r

申

請
を

却一一ド

し
て
/'

る
`舳}

手
続
は
'b「':

i)早・

害
と
な
ら

ず
、

し

れ,

は

関

係

な

し

に

f

使

す

る
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rレ

ぶ
で
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る

へ
破
産

法
九

一
、条
九

κ
条
)
。

ら

れ
る
の

が

容
易
で

あ
り

、

係
争
物
iこ

関
す
る

仮
処
分
の

場
合

、

k

ill　へ
:務

者

ー
ー

、

▲

畠
^

(

冨
し

、
ー

)

に
破
産

f
続
が

用
始

ギ
.」
れ
て
も

、

被
保
全
楕
利
1よ
別
除
権
を
構
成
す
る
か
ら

、

破
産

権
仮
差
押
の

場
合
と
異
な
り
、

転
売
代
金
L

イ目ノ へ

権
に
つ
い
て
弁
済

礁渡

等
の

処
分
の

な
さ
矛1

る

危
険

性
は

嚇

般
的
に
存
在
す
る

考

や
ら
1ね

る
か

ら

保
全
の

・胚

要

性
は

認
め

る

∩

ノダ

サL禰

イ1
は

係
争

物
の

仮
処
分

1

選訴

訟

法

L

/1二

Ir_

条
'口'

.及

び
仮
の
地
位
を
定
め
る
仮
処
分
ノ戸 ＼

同
法
七
　 ド ム

そ＼(1

条'口

の
い
ず
.'r

キ

し.

て

も

考

冬
ら

淑
る

り

こ

の

場
合
は
債

9,1

q

、

ノ

そ
こ
で
物
上
代
位
権
を
保
全
す
る
方
法
と
し
て
次
に
債
、務
κ

(
買

..

.)

に
対
し
転
売
代
金
債
権

の
取
立
譲
渡
等

の
処
分

の
禁
止
.を
命

じ
る
仮
処
分
丁
続
が
考
え
ら
カ

に

よ
ら
ナく

け
1ね
ば

な
ら

な
い

し

(
ρ
沸
氾

.
セ
丈

六

条

)
、

個
別
的
な

L

f口　へ

権保

全
の

必
要
性
も
勿
論
認
きノ)

ら

れ

な

し・

か

ら

で

あ

る
r)

方

法

は

と

.ね

ン侵

い

こ

し

試1
.に
しブ

イ」

(
同
旨
右
東
京
地
裁
判
例
Y

ナ

ビ

し

、

　

b

、
-

破

産"r

続
が

開
始
す

カ
は
:被

保

全
イ

脱

IIノへ

権

は

破

産

債

権

を
、こ
!.L

り
、

破
産

ヒ

f目げ へ

権
())
.-
fJ'

使

は

破

産

手

続



動
産
先
取
特
権
に
よ
る
物
上
代
位
権
の
債
務
者
に
対
す
る
拘
束
性

の
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
れ
を
先
取
特
権
者
た
る
申
請
人

の
方

か
ら
言
え
ば
、
民
事
執
行
法

一
九
三
条
、

]
四
三
条
に
ょ
る
差
押
を
な
す
以
前

に
お
い
て
は
、

買
主
た
る
被
申
請
人
に
対
し
、
転
売
代
金
債
権

の
処
分
を
禁
止
す
る
権
利
は
な
い
も

の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し

㈹
、
さ
ら
に
東
京
地
裁
昭
和

六
〇
年
三
月
九
日
付
決
定

(判
例
タ
イ
ム
ス
五
五
〇
号
三
二

一
頁
)
は
商
品

(楽
器
)
の
買
主
が
破
産
宣
告
を
受
け
、
売
主
が
動
産
売
買
の

先
取
特
権
を
行
使
す
る
た
め
、
右
商
品
の
処
分
を
防
止
す
べ
く
破
産
管
財
人
に
対
し
先
取
特
権
に
基
づ
く
物
上
請
求
権

(
妨
害
予
防
請
求
書
)
を
被
保
全
権
利
と
し
て
右

商
品
に
対
す

る
執
行
官
保
管
等
の
仮
処
分
を
申
請

し
た
事
件

で
、
「
動
産
売
買

の
先
取
特
権
は
、
動
産

の
売
買
に
よ
り
法
律
上
当
然
に
発
生
す
る
法
定

の
担
保
物
権

で

あ

り
、
目
的
物

か
ら
優
先
弁
済
を
受
け
る
こ
と
を
そ
の
内
容
と
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
実
体
法
上
、
動
産
売
買

の
先
取
特
権
は
目
的
物
を
占
有
す
べ
き
権
利
を
有
し
て
お
ら

ず
、
…
…

(
民
法
三
三
三
条
よ
り
)
鑑
み
る
と
、
先
取
特
権
者
に
は
買
主

(債
務
者
)
に
よ
る
目
的
物

の
処
分
を
制
限
し
う
る
権
利
は
存
せ
ず
、
買
主
に
対
し
て
目
的
物

を
保
持
す

る
よ
う
要
求
す
る
権
利
も
ま
た
存
し
な
い
…
…
買
主
に
対
す

る
目
的
物
引
渡
請
求
権

は
も
と
よ
り
差
押
承
諾
請
求
権
も
ま
た
な
い
も
の
と

い
わ
ね
ば
な
ら
ず
…

…
」
と
し
て
仮
処
分
申
請
を
却
下
し
た
。

左
、
右
等

の
判
例
に
よ
れ
ば
、
先
取
特
権
又
は
物
上
代
位
権

の
行
使
は
民
事
執
行
法

]
九
〇
条

一
九
三
条
等
の
規
定
に
ょ
る
べ
き

で
あ
り
、
右
等
の
規
定
の
要
求
す
る
文

霞
が
不
備

で
あ
る
場
合
、
権
利
者
は
そ

の
権
利
を
保
全
す

る
手
段
は

一
切
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
こ
の
解
釈
な
い
し
扱

い
が
実
務
的
に
不
当
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

果
し
て
、
前
記
大
阪
地
裁
決
定

は
大
阪
高
裁
昭
和
六
〇
年

二
月

一
五
日
付
決
定

(判
例
タ
イ
ム
ス
五
五
四
号
三
二
三
頁
)

に
よ
り
、
ま
た
、
東
京
地
裁
昭
和
六
〇
年
三

月
九
日
付
決
定
は
東
京
高
裁
昭
和
六
〇
年
五
月

一
六
日
付
決
定

(
判
例
タ
イ

ム
ス
五
五
四
号
三

一
九
頁
)
に
よ
り
、
夫

々
取
消
さ
れ
る
に
い
た

っ
た
。
大

阪

高

裁

は
、

「
先
取
特
権

(
又
は
そ
れ
に
基
づ
く
物
上
代
位
権
)
は
、
そ
れ
自
体
債
務
者
に
対
し
、
目
的
債
権
の
取
立
あ
る
い
は
譲
渡
等
の
処
分

の
禁
止
を
求
め
る
権
能
を
有
し
な
い

と
し
て
も

(
な
い
と
判
断
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
〈
筆
者
〉
)
、
係
争
物
に
関
す
る
現
状
維
持

の
仮
処
分

の
内
容

は
、
目
的
物

の
現
状
不
変
更
と
い
う
消
極
的
内
容

を

も

つ
も

の
で
あ
る
限
り
、
権
利
の
将
来

の
実
現
を
確
保
す
る
に
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
許
さ
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
被
保
全
権
利
が
処
分
禁
止

の
権
能
が
な
い
こ
と
か
ら
、
直

ち
に
処
分
禁
止
の
仮
処
分
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う

こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
…
…
」
と
し
、
東
京
高
裁

は
、
「
…
…
動
産
売
買

の
先
取
特
権
は
、
債
務
者
が
目
的
物
を
第

三

取

得
者
に
引
き
渡
し
た
後
は
そ
の
目
的
物

に
先
取
特
権

は
及
ば
な
く
な
る
か
ら

(
民
法

三
三
三
条
)
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
先
取
特
権
者
と
し
て
は
も
は
や
目
的

物

の

競
売
に
よ
り
優
先
弁
済
権
を
実
現
す

る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
こ
と
ぱ
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
債
務
者
が
目
的
物
を
所
有
、
占
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
債
務
者
と
し
て
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は
、
日
的
物
に
対
す
る
先
取
特
権
の
存
在
を
否
定
す
る
余
地
は
な
く
、
先
取
特
権
者
の
優
先
弁
済
権
の
実
現
を
阻
む
べ
き
何
ら
正
当
な
理
由
を
有

し
な

い
の

で

あ

る

か

ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合

に
、
債
務
者

の
差
押

の
承
諾
が
な

い
こ
と
を
理
山
と
し
て
動
産
売
買

の
先
取
特
権

の
実
行
が

で
き
な
い
と
す
る
必
要
は
毛
頭
認

め
ら
れ
な

い
。
も

し
、
そ

の
よ
う
な
場
合
に
先
取
特
権

の
実
行
が
で
き
な
い
と
す
る
と
、
先
取
特
権
の
権
利
を
行
使
す
る

こ
と
が
で
き

る
か
否
か
は
債
務
者

の
意
思
に
よ

っ
て
左
右
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
、
先
取
特
権
者

の
地
位
が
極
め
て
不
安
定
に
な
る
の
孜
な
ら
ず
、
動
産
売
買

の
先
取
特
権
者

の
法
的
地
位
が
不
当
に
軽
ぜ
ら
れ
、
法
が
動
産
売
買

の
先
取
特

権
を
認
め
た
趣
旨
が
全
く
実
現
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ

っ
て
、

こ
の
よ
う
な

こ
と
は
到
底
容
認
す

る
こ
と
が

で
き
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
右

の
よ
う

な

場

合

に

は
、
動
産
売
買

の
先
取
特
権
者
と
し
て
は
、
債
取
者
に
対
し
[
的
物

の
差
押
の
承
諾
を
求
め
、
右
承
諾
を
命
ず

る
判
決
が
あ

っ
た
場
合
に
ぱ
、
こ
れ
を
も

っ
て
民
事
執
行

法

一
九
〇
条
に
い
う

「
差
押

え
を
承
諾
す
る
こ
と
を
証
す
る
文
爵
」
と
し
て
、
競
売
の
申
立
を
す

る
こ
と
が

で
き
る
と

い
う
べ
ぎ

で
あ
る
。
以
上
に
よ
り
、
動
産
売
買
の

先
取
特
権
者
は
日
的
物
を
所
有
、
占
有
し
て
い
る
債
務
者

に
対
し
、
目
的
物
の
差
押

え
の
承
諾
を
求
め
る
権
利
を
有

し
て
い
る
も

の
と
解
す
べ
き
で
あ

り
、
こ
の
こ
と
を

否
定
し
…
…
た
原
決
定
は
失
当
と
い
う
べ
き

で
あ

る
。
」
と
し
た
。

右

二
つ
の
高
裁
判
例
に
よ
り
先
取
特
権
又
ぱ
物
上
代
位
権
の
実
行
を
保
全
す

る
方
法
が
確
㍍
さ
れ
た

こ
と
は
実
務
的
に
重
大
な
意
義
が
あ
る
..
た
だ
し
か
し
右
等
地
裁

の
判
例
に
お
い
て
被
保
全
権
利
即
ち
先
取
特
権
又
は
物
上
代
位
権

に
よ

る
[
的
動
産
或

い
は
転
売
代
金
債
権
に
対
す
る
拘
束
性
が
差
押
前
に
は
全
く
存
在
し
な
い
と
♪.」淑

て
お
り
、
判
例

タ
イ

ム
ス
五
三
〇
号

ニ
ヒ
九
頁
の
判
例
解
説

で
も
冶
地
裁

の
判
例
の
見
解
を
当
然

で
あ
る
ご
と
く
支
持
し
て
い
る
が
、
か
か
る
解
釈

は
大

い
に
疑
問

で
あ

る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。

六
、
右
地
裁
判
例

の
見
解
ば
民
法
三
〇
四
条

、
項
但
書

の
差
押
竿

に
つ
い
て
の
解
釈
と
関
連
す
る
。
そ

こ
で
ま
ず

こ
の
点

に
つ
い
て
検
討
す
る
。

周
知

の
と
お
り
、
物
上
代
位
権
に
関
す
る
右
条
項
但
菖

の
差
押

に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
..
ま
ず
、
日
的
債
権
の
特
定
を
維
持
す
る
た
め
で
あ
る
と
す
る
特
定
説

(
我
妻

新
訂
担
保
物
権
法

二
八
八
頁

、
大
審
院
大
正
四
年
三
月

六
口
判
決
等
)
が
通
説
と
さ
れ
る
。

こ
れ
は
、
担
保
物
権
が

目
的
物
の
交
換
価
値
を
把
握
す

る
権
利

(価
値
権
)

で
あ
る
か
ら
、
担
保
物

の
価
値
が
金
銭
そ

の
他

へ
形
態
を
変
じ
た
と
き
は
n
的
物

の
交
換
価
値
が
具
現
し
た
も

の
で
あ
り
、
担
保
権
は
そ
の
代
替
物

の
上
に
当
然
に
及
ぶ

も

の
で
あ
り
、
こ
れ
が
物
上
代
位
権

で
あ
る
と
し

(価
値
権
説
と
称
さ
れ
る
)
、
物
上
代
位

の
目
的
物
が
払
渡
又
は
引
渡

に
よ

っ
て
債
務
者

の
財
産
に
混
入
す
る
と

特

定

性
を
失
な

い
、
そ

の
後
も
担
保
権
者

の
追
及
を
認
め
る
と
法
律
関
係

の
紛
糾
を
招
き
、
妄
た
他

の
債
権
者

の
利
益
を
害
す

る
恐
れ
が
多

い
の
で
、

こ
の
混
入
を
防
ぐ
た
め

差
押
を
命
じ
て
お
り
、
差
押

は
代
位
口
的
物

の
特
定
性
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
す
る

(
柚
木
担
保
物
権
法

二
五
〇
頁
)
。

動
産
先
取
特
権
に
よ
る
物
ヒ
代
位
権
の
債
務
者
に
対
す
る
拘
束
性
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動
産
先
取
特
権
に
よ
る
物
上
代
位
権
の
債
務
者
に
対
す
る
拘
束
性

こ
れ
に
対
し
、
優
先
権
保
全
説
な
い
し
差
押
公
示
説

(大
審
院
大
正

一
二
年
四
月
七
日
付
、
同
昭
和
五
年
九
月
二
三
日
付
判
例
等
)
は
、
担
保
物
権
も
物
権
で
あ
る
ゆ

え
目
的
物
が
消
滅
す
れ
ば
物
権
も
消
滅
す
る
の
が
当
然
で
あ

る
が
、
担
保
物
権
を
保
護
す
る
た
め
民
法
が
特
則
を
設
け
て
担
保
権
の
優
先
権
を
認
め
た
の
が
物
上
代
位
権

で
あ
る
と
し

(物
権
説
又
は
特
権
説
と
称
さ
れ
て
い
る
)
、
そ
れ
ゆ
え
優
先
権
を
保
全
す
る
た
め
物
上
代
位
権
者
が
差
押
を
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
し
、
ま

た

第

三
者
を
保
護
す
る
公
示
方
法
と
し
て
差
押
が
必
要
で
あ
る
と
説
く
。

右
等
に
対
し
清
原
泰
司
担
保
法
大
系

一
巻
三
五
ヒ
頁
は
、
民
法
三
〇
四
条

一
項
本
文
は
物
上
代
位
の
原
則
を
定
め
る
抵
当
権
者
保
護
の
規
定
で
あ
り
、
同
但
書
は
第
三

債
務
者
の
保
護
に
関
す
る
規
定
で
あ

っ
て
、
両
者
は
制
度
の
趣
旨
を
異
に
し
、
物
上
代
位
本
質
論
と
差
押

の
意
義
と
の
問
に
は
論
理
的
必
然
的
関
係
は
存
し

な

い

と

す

る
。

七
、
思
う
に
、
物
E
代
位

の
本
質
論
と
兼
押
の
意
義
効
力
と
の
問
に
論
理
的
必
然
が
な
い
と
す
る
の
は
正
当
で
あ
る
。
物
上
代
位
権
の
本
質
が
担
保
権
と
し
て
の
当
然
の

効
力
で
あ
る
と
し
て
も

(価
値
権
説
)
、
物
上
代
位

の
R
的
で
あ
る
請
求
権
が
行
使
さ
れ
て
、
払
渡
引
渡
が
な
さ
れ
た
物
又
は
金
銭
に
対
し
て
ま
で
も
、
或
い
は
右
請
求
権

が
他

へ
譲
渡
移
転
さ
れ
た
後
の
同
請
求
権

に
対
し
て
ま
で
も
、
物
上
代
位
権
の
追
及
を
認
め
る
か
ど
う
か
等
は
相
当
性
な
い
し
は
立
法
改
策

の
聞
題
で
あ
る
。
民
法
三
〇

四
条

一
項
但
書
は
払
渡
引
渡
に
よ
り
物
上
代
位
権
は
消
滅
す
る
と
し
、
同
三
三
三
条

は
動
産
先
取
特
権
は
目
的
動
産

の
第
三
著

へ
の
引
渡
に
よ
り
消
滅
す
る
と
す
る
。
こ

れ
ら

の
規
定

の
趣
旨
か
ら
し
て
、
物
上
代
位
権
の
目
的
債
権
が
他

へ
譲
渡
さ
れ
れ
ば
、
物
上
代
位
権
は
消
滅
す
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
ま
た

一
般
債
権
者
に
よ

る
差
押
手
続
が
進
行
し
、
有
効
な
転
付
命
令
が
な
さ
れ
る
か
、
或

い
は
民
事
執
行
法

一
五
五
条
二
項
に
ょ
り
差
押
債
権
者
が
他

の
債
権
者
の
競
合
差
押
の
な
い
ま
ま
第
三

債
務
者
よ
り
支
払
を
受
け
れ
ば
、
こ
れ
に
よ

っ
て
物
昼
代
位
権
は
消
滅
す
る
と
解
す

べ
ぎ

で
あ
る
。
ま
た
物
E
代
位
権
を
法
律
に
よ

っ
て
特
別
に
認
め
ら
れ
た
も

の
と
解

す
る
と
し
て
も

(特
権
説
)
、
優
先
権
保
全
説
、
差
押
公
示
説

の
説
く
よ
う
な
物
上
代
位
権
者
の
差
押
に

一
般
の
差
押
以
ヒ

の
実
休
的
効
力
を
認
め
る
必
要
は
な
い

と

解

せ
ら
れ
る
。
最
高
裁
昭
和
五
九
年

二
月

二
日
判
決

(前
記
)
は
右
差
押

の
趣
旨
に
つ
ぎ
、
「
先
取
特
権
者

の
す
る
右
差
押
に
よ

っ
て
、
第
三
債
務
者
が
金
銭
そ
の
他

の

目

的
物
を
払
渡

し
又
は
引
渡
す
こ
と
が
禁
止
さ
れ
、
他
方
、
債
務
者
が
第
三
俵
務
者
か
ら
債
権
を
取
立
て
又
は
こ
れ
を
第

三
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
る
結
果
、
物

上
代
位

の
対
象
で
あ
る
債
権
の
特
定
性
が
保
全
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
物
上
代
位
権
の
効
力
を
保
全
せ
し
め
る
と
共
に
、
他
面
第
三
者
が
不
測
の
損
害
を
被
る
こ
と
を
防
止

し
よ
う
と
す
る

こ
と
に
あ
る
…
…
」
と
判
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
差
押

の

一
般
的
効
力
と
し
て
当
然
の
も
の
で
あ

る
。

八
、
物
上
代
位
権
の
本
質
論
と
し
て
価
値
権
説
、
特
権
説

の
い
ず
れ
に
よ
る
と
し
て
も
、
物
上
代
位
権
は
法
定
担
保
権
と
し
て
成
立
し
、
物
上
代
位
権
は
目
的
債
権
か
ら
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優

先
弁
済

を
受

け

る

こ
と

が

で
き

、

こ
の
権
利

は
日
的
債

権

の
仔

格
者

(債

務
吾

)

及
び
第

、、、債

務
者

に
対

し

て
も

当
然

に
ド
張

で
き

る
関
係

で
あ

り
、

そ
れ

は
債

権

質

に
類
す

る
法
律

関
係

で
あ

る
。

し

か
し
債

権
71

と
相
異

す

る
点

は
、
程

旅
質
、で
は
、
第

一..債
務

吾

は
自

山

に

弁
済

は

で
き

な

い
し
、
債
務

者

(質
権

設
定

者
)

も
取
立

を

す

る

こ
と
が

で
ぎ

な

い
の
に
対

L
、
物

上
代
位

格

で
は
、
第

一一、債

務
者

は
有
効

に
弁
済

す

る

こ
と
が

で
き

、

債
務

者
も
有

呵効
に
取
立
が

で
き

る

こ
と

で
あ

る
,

こ
の
相

異

は
公
示
方

法

(第

三
者
対
抗
要

件

)

に

つ
き

、
債
権

質

で

は
民

法

一、∵
ハ
四
条

四
六
ヒ
条

等

に
ょ
り
完
備
さ

淑

て

い
る
の

に
対

し

て
、
物

上
代
位

権

で
は
不
備

で
あ

る

こ
と

に
ょ

る
・

即

ち
民
法

、∴
〇

四
条

は
先
取

特
権

の
物
上

代
位

の
規

定

で
あ

り
、

こ
れ

は
民
法

、二
五

ー
条

、
、.一L

二
条

で
質

権

や
抵

当
権

に
準
用

さ
れ

る
が

、

い
ず
れ
も

物

上

代

位
権

の
公
示
方

法

の
規

定

は
な

い
.
質

権

や
抵
当

権

に

ょ

る
物

上
代
位

権

の
場

合

に
は

、
本

体

の
質

権

や

抵
当
権

の
第

、、一者
対
抗

要
件

を
公
示
方

法
と

解
す

る

の
が
通

常

で
あ

る
が

・
そ
れ

で
も

公
示
方

法
と

し
て
不

完
全

で
あ

る

動

産
先
取

特
権

の
場
合

は
そ
わ

自
体

公
.小
方

法
が
全

く
備

っ
て

い
な

い
。

そ
淑
ゆ

え
動
産

先
取
特

権

の
目

的
物
が
他

へ
処
分

さ
れ
引

渡
さ

れ
た

な
ら
ば

、
先

取
特

権

は
そ

の
口

的
物

に

は
追
及

は
で
き

な

い
と
レ、Lれ

る

(民
法

三

一、一、.▲条
)
、、
そ

こ
で
先
取
特

権

の
n
的
物
が

他

へ

売
却
さ
れ
・
或
い
は
他

の
薦

不
法
行
為

で
婆

し
た
場
合
、
転
.機

金
債
権
や
損
∵
貼
鱈

渠

債
権
の
債
務
・白

(第

債
務
者
)
は
、
右
債
権
に
対
し
て
法
律
上
当
然

に
生
じ

る
物

上
代

位
権

に

つ
い
て
そ

の
存
在

を
知

り
得
な

い

こ
と

で
あ

る
、
そ
れ

ゆ

え

、
一近
払

の
危
険
が

生

じ

る
と

さ
れ

る
、

か
か
る
第

三
債

務
者

の
、砿
場
を
保
護

す

る

た

め
、
民

法

は
、
第

三
債
務
者

の
な
し

た
払

渡

・
引

渡

を
有

効

と
し
た
も

の
と
解

せ
ら
れ

る

(
民
迭

一.の

四
条

、
項

但
佳
口)
、

そ

の
発
想

は
民

迭

.一一、、一。一条

の

場
八
口
と

同

じ

で
あ

る

,
同
条

項
但
書

の
払
渡

・
引
渡

と

い
う
語

は
第

三
債

務

者

の
主
動
的
立

場

を
意

味
す

る
と
考

え
ら

淑
、
債

務
者

(
目

的
債

権
者

)

の
取

立
を
保

護

し
有

効

と
す

る

こ
と

を

3
眼
と
す

る
も

の
で
は
な

い
と
考

え

り
淑

る
、

第

一.、債

務
者

の
引
渡

等
を

保
護

す
る
結

果
、

こ
れ

に
相

対
す

る
債

務

辞

の
受
領

を
右
効

と
す

る
趣
巳
口
と
理
解

す

べ
き

で
あ

る
。

さ

ら
に
言

え
ば

、
後
述

の
差
押

に
よ

っ
て
第

一.一債

務
者

が
保

護
さ
わ

る
と

い
う

よ
り
4
、
、
引

渡

竺
」
を
有

効
と
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
第

、、.債

務
者

が
保

護

さ

れ

る

こ
と

に
同
条
項

但
書

の
重

点
が

あ

る
と
思
わ
淑

る
㌦

こ
の
よ
う

に
同
条

項
但
書

は
第

三
債

務
者

の
保
護

に
混
眼
が

あ

る
と
理
解

ナ

ベ
き

で
あ

る
が

、

こ
の
剤
果

債

務
者

の
受
領
が

有
効

と
な

る
な

ら
ば

、
免

除
、
相

殺
等

も

こ
カ

に
準

ず

る
も

の
と
解
す

べ
き

で
あ

る
と
共

に
、
債
権

占

が
競

含

し
な

い
ヒ
ま

に
差
押

債
権

慨臼
が
第

、、一債
、務
κ

か

ら
取

疏
を
す

れ
ば

(民

事
執
行

法

.
κ
κ
条

一
、項

)

こ
淑
も
払

渡

に
該

当
す

る
と
解

せ
ら
莞

。

ま

た
さ

ら

に
信

効

な
転
付
命

令

、
或

い
は
債

権
譲

渡

に
ト
広
っ
て

も
物

L
代
位

楕

は
消

滅
す

る
ン
解

す
る

の
が

翻
当

で
あ

る
。

け

だ

し
、
物
L

代
位
権

の
公
示

の
方
法

を
欠
く

こ
と

の
た

め
、
第

、.、階

を
保

護
す

る
必
要

性

は
第

仁

務
辞

の
場
八
日
と
同
様

に
撞

、え
る

こ
と
が

で
ぎ
る

か
ら
で
あ

る
、

こ

ゐ

　ロ

の
点
民

沙
旧ご
.一.、三
条

の
趣

旨
を
類

推

し
て
寸
、同

し
結

人副
と

な

る

(前

述
)
、

動
膚
先
取
特
権

に
よ
る
物
上
代
位
権

の
債
務
者

に
対
す
る
拘
束
性
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動
産
先
取
特
権
に
よ
る
物
上
代
位
権
の
債
務
者
に
対
す
る
拘
束
性

九
、
払
渡
又
は
引
渡
に
よ

っ
て
目
的
債
権
が
消
滅
す
る
の
を
防
ぐ
方
法
と
し
て
は
、
物
上
代
位
権
者
の
側

か
ら

一
方
的
処
置
に
よ

っ
て
な
し
う
る
手
段
方
法
で
あ

る
こ
と

が
必
要

で
あ
る
。
け
だ
し
、
物
上
代
位
権

は
法
律
上
当
然

に
成
立
す
る
担
保
権

で
あ
る
か
ら
、
債
権
者

の
通
知
、
又
は
債
務
者

の
承
諾
の
よ
う
に
、
担
保
権
に
よ

っ
て
拘

束
を
受
け
る
者

の
意
思
に
よ

っ
て
実
現
で
き
る
方
法
は
適
当

で
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
担
保
権
者

の

一
方
的
意
思

で
実
現

で
ぎ
て
、
し
か
も
確
実
な
方
法
と
し
て
差
押
が
適

当
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
け
だ
し
物
上
代
位
権
に
よ
り
差
押
が
な
さ
れ
れ
ば
、
差
押

の

一
般
的
効
力
に
よ

っ
て
、
混
入
を
防
ぎ
、
目
的
債
権
の
特
定
性
を
維
持
で
き

る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
特
権
説
で
も
、
差
押

の
目
的

の

一
つ
が
特
定
性

の
保
持
に
あ
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
癒
い
で
あ
ろ
う

(
同
旨
判
例
不
動
産
法

二
巻

八

三

三

頁
、
吉
野
ジ

ュ
リ

ス
ト
民
法
の
争
点

一
四
〇
頁
)
。
ま
た
差
押
に
ょ
り
払
渡
引
渡
が
禁
止
さ
療
る
こ
と
に
よ

っ
て
物
上
代
位
権
が
保
全
さ
れ
る
の
も
当
然

で
あ
り
、

さ

ら

に
差
押

に
よ
り
目
的
債
権
者

(債
務
者
)

に
よ
る
取
立
等

の
処
分
及
び
第
一.一債
務
者
の
払
渡
等
が
禁
止
さ
れ
れ
ば
、
第
三
債
務
者
を
含
め
て
第
三
者

の
保
護

に
利
す
る

こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
差
押

の

一
般
的
効
力
で
も

っ
て
右
等

の
目
的
は
充
分

に
達
せ
ら
れ

る
。

こ
淑
に
対
し
優
先
権
保
全
説
、
差
押
公
示
説
は
、
物
上
代
位
権

(優
先
権
)
を
保
全
し
、
公
示
す
る
た
め
の
要
件
と
し
て
、
民
法

は
物
上
代
位
権
著
が
差
押
を
す
る
こ

と
を
要
求
し
て
い
る
と
し

(同
三
〇
四
条

一
項
但
書

の
文
ヰ.口
は
こ
れ
に
副
う
も

の
で
は
あ
る
)
、
そ
れ
ゆ
え
他

の
債
権
者

の
差
押
に
は
物
上
代
位
権
を
保
全
す
る
効

力

は

な
い
と
し
、
さ
ら
に
担
保
権
者

の
差
押
に
第
三
者
対
抗
要
件
に
類
す
る
公
示

の
効
力
を
認

め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
前
記
大
阪
地
裁

の
判
例
は
、
こ
の
考
え
方
か
ら
さ
ら

に
進
ん
で
、
物
上
代
位

の
権
利
主
張
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
要
件
と
し
て
差
押
を
な
す
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
す
る
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
前
記
東
京
地
裁

の
判
例

の
見
解
も
明
白

で
は
な

い
が
、
そ
の
よ
う

に
理
解
で
き
る
。
ま
た
吉
野
担
保
法
大
系

一
巻

三
八
〇
頁
に
は
、
福
岡
地
裁
小
倉
支
部
昭
和
五
五
年
九
月

一
一
日
判
決

(
金
融

法
務
事
情
九
六

一
号
三
四
頁
)
の
見
解

に

つ
き
、
物
上
代
位
権
は
差
押

の
時
に
成
立
し
、
第
三
者

に
対
し
て
も

こ
の
時
以
降
処
分
禁
止
効
を
も

っ
て
対
抗
し
う
る
と
す
る

解
釈
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
右
等

の
判
例
は
同
趣
旨
の
解
釈
で
あ
る
と
理
解
で
き

る
で
あ

ろ
う
。

こ
れ
等

の
考
え
は
、
差
押

に
本
来
の
効
力
以
上

の
特
別

の
効
力

を
認
め
る
も

の
で
あ
る
。

し
か
し
物
上
代
位
権
は
、
先
取
特
権
の
目
的
物

の
譲
渡
、
滅
失
等

に
よ

っ
て
直
ち
に
法
律
上
当
然

に
発
生
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
差
押

の
前

に
お
い
て
物
L
代
位
権
は
発
生

し
て
い
る
の
で
あ

っ
て

(
同
旨
吉
野
前
記
三
八
〇
頁
)
、
口
的
債
権

の
債
権
者
或

い
は
第
三
債
務
著

の
い
ず
れ
に
対
し
て
も
差
押
を
先
行
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
権

利

の

主
張
が
で
き
な
い
と
い
う

の
は
不
当
で
あ
る
。
例
え
ば
、
右
債
権
者

(債
務
者
)
或

い
は
第
三
債
務
者
と
物
上
代
位
権
者
と
の
問
に
お
い
て
物
上
代
位
権

の
存
否
に
つ
い

て
争
か
あ
り
、
こ
れ
を
訴
訟

で
確
定
す

る
必
要
の
あ
る
場
合

に
、
予
め
差
押
を
先
行
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
訴
訟
を
維
持
で
ぎ
な

い
こ
と
と
な
る
。
前
述

(
第

二
、
三
項
)
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効 権 の し 一 は 本 も 方 あ 五 二 直 て 利 の

抵 力 者 動 不'○ な 来 以 の 法 る 一f.差 二 接 は を と

当 及 が 産 当 差'い のLか に と 年 押 四 に'右 お
権 び'先 な 押 そ と 効 の 明 よ す 九 の1'}支 例 し り
1こ 才巨 日 工i文こ 前 こ 思、 力 と ら る る 月 ユこ 一二 収、 え な 、
つ 保 的 特 と で で わ の お か も が 一一 示 ○ を ば い 民
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位
権
は
法
律
上
当
然
に
成
立
す
る
担
保
権
で
あ
り
、
そ

の
本
来

の
効
力
と
し
イ
、
の
優
先
弁
済
権
を
実
効
性
あ
ら
し
め
る
た
め
、
右

の
担
保

代
金
債
権
等
に
つ
き
、
そ
の
所
有

(占
有

)
者
又
は
債
、権
者
に
対
し
て
処
分
禁
止
を
要
求
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
は
、
物
権
と
し
て
の

実
体
的
効
力
よ
り
当
然

に
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
解

せ
ら
れ

る
。

一
つ
と
し
て
・
そ
の
侵
害

に
対
し
て
物
権
的
請
求
権
が
発
生
す
る
は
当
然
で
あ
る
。
た
だ
物
権
的
返
還
請
求
権
に
つ
い
て
は

争

が

あ

る

ド
よ
る
物
上
代
位
権
の
債
務
者
に
対
す
る
拘
束
性
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但

漕

の

差
押

は
、
民
事

執
行

法
上

の
通
常

の
差
押

又

は
仮

差
押

・
仮
処
分

を
凱日心味
す

る

の
で
あ
り
、
右

等

の
差
押

の

は
達
せ
ら
れ
る
こ
と
右
述

の
と
お
り
で
あ
り
、
右
差
押

に

媛

の
効
力
以
上

の
効
力
を
輩

,
る
も

の
と
蟹

つ
る
必
要

の
差
押

は
、
い
わ
ば
君
必
的
規
定
に
す
ぎ
な

い
と
理
解
す
べ
き

で
あ
る
.

優
先
権
保
全
説
、
差
押
公
一75
説
を
さ
ら
に
進

め
て
、
民
事
執
行
法
に
よ
る
差
押
が
権
利
主
張

の
前
提
要
件
て
あ
る
と

ら
・
債
務
者

(
臼
的
債
権

の
債
権
者
)
は
物
L
代
位
権

に
ょ
る
拘
束
を
何
ら
受
け
な
い
と
す
る
が
、
冶

の
前
段
部
分

嫉 疑 謂 緊 亜
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動
産
先
取
特
権
に
よ
る
物
L
代
位
権
の
債
務
者
に
対
す
る
拘
束
性

が

、
妨
害
排
除
請
求
権
、
妨
害
予
防
誌
求
権

に
つ
い
て
は
異
論
は
な
い

(我
妻
前
記
三
八
二
頁
、
柚
木
担
保
物
権
法
二
六
二
頁
な
ど
)
。
東
京
高
裁
昭
和

三
五
年

一
.
月

八
日
判
決

(
下
民
集

=

巻

一
一
号
二
四
〇
頁
)
は

「
抵
当
権
設
定
登
記
未
～

の
抵
当
権
設
定
者

は
、
抵
当
権
設
定
登
記
義
務

の
効
果
と
し
て
少
く
と
も
抵
当
権
者

に
対

す
る
関
係

で
、
該
不
動
産
を
第
三
者
に
譲
渡
す
る
等
抵
当
権
を
害
す
る
行
為
を
し
な
い
義
務
を
負
担
す
る
も

の
と
い
う

こ
と
が
で
ぎ
る
」
と
す

る
。
先
取
特
権
又
は
物
上

代
位
権
も
物
権

の
効
力
と
し
て
、
右
抵
当
権
に
お
け

る
見
解
と
同
様

に
解
さ
れ
て
当
然

で
あ
る
。

さ
ら
に
、
担
保
物
権

の
特
性
と
し
て
も
処
分
禁
止
の
拘
束
力
を
有
す

る
と
解

せ
ら
れ

る
。
即
ち
担
保
権
者
は
債
務
名
義
な
く
し
て
目
的
動
席

の
競
売
申
立
、
目
的
債
権

の
差
押
委
付

の
申
立
を
す

る
こ
と
が

で
き
る
が
、
こ
れ
は
担
保
物
権

の
実
体
的
効
力
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
動
産
に
つ
い
て
は
民
事
執
行
法

一
九
〇
条

の
、

ま
た
債
権
に
つ
い
て
は
同

一
九
三
条

の
制
約
が
あ
る
が
、

こ
れ
ら
は
手
続
上

の
制
約
に
す
ぎ
ず
、
各
要
求
さ
れ
る
文
書

の
有
無
に
ょ
り
、
担
保
権
の
本
質

に
相
違
が
生
じ

る
も

の
で
は
な

い
。
そ

こ
で
、
言
う
ま
で
も
な
く
差
押
は
第
三
債
務
者

に
弁
済
を
禁
止
し
、
債
務
者
に
対
し
て
取
立
等

の
処
分

の
禁
止
を
命
ず

る
も

の
で
あ
り
、
担
保
権

者
は
か
か
る
状
態
を
形
成
す
る
実
体
的
権
能
を
有
す

る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
基
本
的
、
実
体
的
に
債
務
者
に
対
し
て
処
分
禁
止
を
求
め
る
権
利
を
有
す
る
も

の
に
他

な
ら
な
い
。
先
取
特
権
又
は
物
上
代
位
権
も
担
保
物
権
と
し
て
右

の
権
利
を
認

め
ら
れ

る
と
解

せ
ら
れ
る
。

二

、
問
題
は
民
法

三
三
三
条

に
ょ
り
、
動
産

の
買
主
が
目
的
物
を
他

へ
処
分
す
れ
ば
、
先
取
特
権
は
該
動
濠

へ
の
追
及
力
を
失
な
い
、
同
三
〇
四
条

一
項

但

書

に

よ

り
、
転
売
代
金
債
権
に
つ
き
、
弁
済
又
は
譲
渡
な
ど
の
処
分
が
な
さ
れ
る
と
、
物
上
代
位
権
は
消
減
す
る
。
そ

こ
で
前
記
地
裁
判
例
は
右
等

の
規
定
を
根
拠

に
動
産

の
買

主
は
目
的
動
産
又
は
転
売
代
金
債
権
に
つ
き
、
先
取
特
権
又
は
物
上
代
位
権

に
よ
り
何
ら
拘
束
を
受
け
な
い
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
動
産

の
買
主
が
有
効

に
目
的
動
産

を
他

へ
処
分
す
る

こ
と
が
で
ぎ
る

こ
と
、
又
は
転
売
代
金
債
、権
に

つ
ぎ
有
効
に
弁
済
を
受
け
得
る

こ
と
と
、
目
的
動
産
を

買
主
が
占
有
中
先
取
特
権
に
ょ
り
拘
束
を
受
け
る
こ
と
、
又
は
転
売
代
金
債
権
に
つ
き
物
上
代
位
権
に
よ

っ
て
拘
束
を
受
け
る
こ
と
と
は
問
題
が
別

で
あ
り
、
処
分
等
は

禁
止
拘
束
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
処
分
等
が
な
さ
れ
れ
ば
、
そ

の
処
分
等
は
有
効
と

せ
ざ
る
を
得
な

い
と

い
う
こ
と
に
す
ぎ
な

い
。

右
述

の
と
お
り
、
民
法
三
〇
四
条

一
項
但
書
は
第
三
債
務
者

の
払
渡
竿
、
さ
ら
に
第
三
者
の
譲
受
等
を
保
護
す
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
第
三
債
務

者
等
を
保
護
す
る
結
果
、
債
務
者

(
転
売
代
金
債
権

の
債
権
者
)

の
債
権
の
取
立
、
受
領
、
譲
渡
等
が
有
効
と
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

っ
て
、
法
律
は

右
債
務
者

の
取
立
等
を
全
く
自
由
と
し
て
是
認
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
け
だ
し
先
取
特
権
又
は
物
上
代
位
権

の
存
在
を
認
め
る
こ
と
と
、
買
主

の
目
的
動
産

の
処
分
又

は
転
売
代
金
の
取
立
等
を
全
く
白
由
に
認
め
る

こ
と
は
理
論
的
に
矛
盾
す
る
。

こ
れ
を
合
理
的
に
解
釈
す
る
と
す
れ
ば
、
取
立
等

の
処
分
は
法
律
上

は
当
然
禁
止
さ
れ
て
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動
産
先
取
斗

・[:

薪;
に

よ

る

物
1:

代

位

楕
の

債
務
者
1こ
対
す
る
拘
火
性

卜1・闘.bl.i,辱1
卿

い
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
論
的
必
然
性
は
な
い

1專

わ

な

け

,ね

ば

な

ら

な

し・
し'

も

へ

し

カ

し

目
的
債権

の

取
立
/窄

か

右
効
1こ
・ノー

、!k

・・'く

い

∫口

得
る

と
か

ら
、

直
ち
に
同
債
権
若
が
ー
的
債
権
の
処
分
権
限

に
!

.ク

L・

て

物
ヒ

代
位
権
に
よ

る
拘

束
を

切
受
け
な

/L
口
、

弁
済

等
が
.有

効
に

な
さ
れ

得
る
の

あ
る
か
ら

、

ロリ

て
び.)

口

的
h

債
権
に

対
す
る
拘
束

力
が
媛

イ目げ へ

権
質
,ヒ
り

劣
る

と
は

明
ら
か
で

あ
る

167

し

、

弁
済

●

免
除

●

川
川
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竺
ず
肝
貝
入

債

権
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消
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詣或゚
、
せ

る

切
0)

rl幽

為
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質
権
者
に

対
抗
し
え
な
/・
,レ
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れ
る

(
我
斐
前
記

しノ

頁
)
の

に

対'
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、

物
L
代
1/f11,'

権
の

場

物

養

穣

窪
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叢

爲

惣

藷
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宝

窪

宿

讐

難

學
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墜

脅

き

象
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川

述

叉

債権

質
の

場
合

、

民
法
四
八

条
を

類

推

利
を
有
す
る

一i-

、1
!J

の

んし、

右
(ハ

趣
旨
に

副
う

も
の

で
あ

る

い

と
[;

わ

ねば

な
ら
な

い

前
記
東
京

高
裁

昭
和
六

し
イト

/t.
月

六
日
決
定
が
動
産
先
取
特
権
者
は
臼
的
物
を
占
有
す
る
買
主
に
対
し
n
的
物

の
差
押
承
諾
を
求
め
る
権

,「綿 汐欄唱.1、

鳥

_一

、

民
法
が

先取

特
権
又
物
L
代

f

f i

権
を

認

め

る

L'),

ヒ
、

ロ ロ

只..k
一文

は
転
売
代
金
f

lt

目ノへ

権
者
等
に

対
し
何
レ・)

か

の

拘
束
/一

を
右
し
な
け
れ
ば

、

権

利

し

て

(〉)

実
効
性
が
な

ら

ら
、

直
ち
に
処
分
が

切
拘
束
誉

び
い

な

い

りつ

こ

でレ

に
は

な
ら
な
い
び)

で

あ
り

、

先
.取
特

権
又

は
物

上
代
位
権

の
場
合
も

ま
た
然

り
と

恐、ロ
う

べ
き

で
あ

る
。

禁
.止

す
る

権
利
を

有
す

ゑカ

ミ

重
譲
渡へ

か
_v:

;

オし

移

転
登
記
が

完'r

さ
淑
ノね

ば
、

そ

吟譲
ヘビコIII=

!7x

処

分

1よ

有

効

で

あ

る
n

こ
の

よ

う
に

処

分
が

有.効

に

な
さ
オ1
る
こ
と
か

る

。

不
動
産
売
μrB

貝
で

代
金
を

弁
済
し.
た

買
主
は

、

1リ「

有

格ピ

も

と
〆)

き
肛'

'/L:

∫-E

に

対

し
ゾアほ

一1二所

有

権
移
転
巻

記

請
求
権
の
7L

な
ら

ず
、

臼
的
不
動
産
を
他

へ
処
分
す
る
こ
と
を

い

る

け
淑
ど
も

、

第

債
務

者
な
L・

し

第

者
を
保
護
穿
.ニ
イρ
町L、ノ

扁

;rしN)

、

己
む
な
く
取
立
等
を
有
効
と
し
な
け
淑
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る

L)

∀

の

よ

う
な

例
は

他
に

も
多
く
あ


